
 

日立市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(抜粋) 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。

以下「法」という。）、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）及び日立市廃棄物の処

理及び清掃に関する条例（昭和４７年条例第２２号。以下「条例」という。）の施行

について、必要な事項を定めるものとする。 

（一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請） 

第２条 一般廃棄物処理業（法第７条第１項に規定する一般廃棄物の収集又は運搬の業

及び同条第６項に規定する一般廃棄物の処分の業をいう。以下同じ。）又は浄化槽清

掃業の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、一般廃棄物処理業・

浄化槽清掃業許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（一般廃棄物処理業の許可の基準） 

第２条の２ 法第７条第１項若しくは第６項の規定による許可又は法第７条の２第１

項の規定による事業の範囲の変更の許可の基準は、法に定めるもののほか、申請者が

市内に住所を有する者（法人にあっては、市内に事務所又は事業所を有する者）であ

ることとする。 

２ 前項の規定は、収集した一般廃棄物を市外の一般廃棄物の最終処分場へ運搬するこ

とを業として行おうとする場合には適用しない。 

（一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可） 

第３条 条例第１６条第１項の規定により交付する許可証は、様式第２号による。 

２ 許可の期限は、２年とする。 

３ 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者（以下「許可業者」という。）

は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

（事業の範囲の変更） 

第４条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者で、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又

は処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとするものは、当該変更をしようとする

日の３０日前までに変更許可申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更を許可したと

きは、変更許可証（様式第４号）を交付する。 

（許可証の再交付） 

第５条 条例第１６条第２項の規定により許可証の再交付を受けようとするときは、許

可証再交付申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（事業の廃止等の届出） 



 

第６条 法第７条の２第３項又は浄化槽法第３７条若しくは同法第３８条の規定によ

る届出は、許可事業廃止・変更届（様式第６号）により行わなければならない。 

（許可の取消し等） 

第７条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可取消書（様式

第７号）又は事業停止命令書（様式第８号）により許可を取り消し、又は期限を定め

てその事業の停止を命ずることができる。 

(1) 許可基準に適合しなくなったとき。 

(2) 法令、条例、規則及び許可条件に違反したとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

(4) その他市長が行政上必要であると認めたとき。 

（許可証の返還） 

第８条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返

還しなければならない。 

(1) 許可の有効期限が満了したとき。 

(2) 許可を取り消されたとき。 

(3) 事業を廃止したとき。 

２ 許可業者は、事業の停止又は休止をする場合は、許可証を一時市長に返還しなけれ

ばならない。 

（市の施設への搬入の制限） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ごみ又はし尿の搬入について

制限し、又は条件をつけることができる。 

(1) 施設能力の限界を超えるとき。 

(2) 施設の機能を損なうおそれのあるとき。 

(3) 施設の管理上不適当と認めたとき。 

（報告の徴収） 

第１０条 許可業者は、その事業の実施に関し、前月の実績を毎月１０日までに、処理

事業実績報告書（様式第９号）又は清掃事業実績報告書（様式第１０号）を市長に提

出しなければならない。 

（立入検査） 

第１１条 立入検査をする場合には、職員は、身分証明書（様式第１１号）を携帯し、

関係人に提示しなければならない。 

（手数料） 

第１３条 ― 略 ― 

５ 条例第１２条第２項第１号に規定するごみ等については、１回の搬入重量が   



 

５,０００キログラムまでのものを扱うものとし、手数料の額は、次表による。 

 １回の搬入重量 金額 

１ ５０キログラムまで ３００円 

２ ５０キログラムを超えて１００キログラムまで ５００円 

３ １００キログラムを超えて１５０キログラムまで １,０００円 

４ １５０キログラムを超えて５,０００キログラムまでのも

のについては、１５０キログラムを超える５０キログラム

ごとに 

５００円増 

６ 条例第１２条第２項第２号に規定する発泡スチロールの手数料の額は、１キログラ

ム（１キログラム未満の端数は切り上げる。）につき１５円とする。 

（手数料の徴収方法） 

第１４条 条例第１２条第３項に規定する手数料の徴収方法は、次のとおりとする。 

― 略 ― 

(2) 市が収集、運搬及び処分する前号以外の一般廃棄物又は市の管理するごみ処理

施設へ自ら搬入する一般廃棄物に係る手数料は、その都度徴収する。 

２ 既に徴収した手数料は、返還しない。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


